
新型コロナウイルス感染症関連情報 ※新型コロナウイルス感染症関連情報は本紙8面にも掲載

　所得税の確定申告書を4月16日以降に提出した場合、税額決定通知書
や所得・課税証明書等に申告内容が反映されていない場合があります。
　順次、変更処理を行い、納税通知書等でお知らせします。
　申告内容を反映した所得・課税証明書等が早急に必要な人はお問い合
わせください。

4月16日以降に
確定申告書を提出した人へ

市民税課（07９８・35・3214）問

民間文化施設の
感染症予防対策費を補助

文化振興課（07９８・35・3425）問

　市内の劇場等や博物館に対し、各施設が新型コロナウイルス感染症拡
大予防対策を実施するにあたって必要となる経費を支援します。

【対象施設】

【対象経費】

【補助金額】

【申請期間】
【ホームページ】

▶�劇場など（ホール等の舞台が設置されている文化芸術施
設で、100人以上を収容できるもの）

▶�登録博物館、博物館相当施設または博物館と同種の事業
を行う類似施設で博物館相当施設と同規模以上のもの

令和2年(2020年)4月1日から3年(2021年)2月28日の間
に支出する（または支出した）経費で、新型コロナウイル
ス感染症対策のために必要な物品購入費等
補助対象経費の10分の9かつ20万円を上限
（期間内に提出された申請を審査の上、予算の範囲内で補助金額を決定）
10月9日まで
市のホームページ（ページ番号：77341090）

最新情報は
市のホームページへ

　本紙は9月1日時点の情報で作成しています。新型コロナウイルス感染症に関する市の最新情報は、
市のホームページでご確認ください。

▣ 「西宮市民文化賞」「西宮市まちづくり賞」を中止
　「西宮市民文化賞」と「西宮市まちづくり賞」について、新型
コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今年度は実施しません。
【問合せ】秘書課（0798・35・3432）

受付中
応募

西宮市文化振興財団（07９８・33・3146）問

　コンサートや演劇といった実演芸術公演について、有料公演にかかっ
た会場使用料などの一部費用を支援します(応募多数の場合は抽選)。
【対象公演】

【対象経費】
【支援金額】
【応募期限】

市内在住者、または市内在住者が所属する団体が、令和2
年(2020年)6月1日～3年(2021年)2月28日に、定員100
人以上のホール等市内屋内施設で実施する（または実施し
た）実演芸術の有料公演（一般料金1000円以上）
会場使用料、付帯設備の使用料、舞台人件費
最大30万円（支払いは公演終了後）
9月25日まで

【ホームページ】西宮市文化振興財団（https://nishi-bunka.or.jp/）
※募集要項や応募方法など詳しくはホームページへ

FIGHT TOGETHER PROJECT Ⅱ

実演芸術公演をサポート
ホール等での

※検査には医療機関の判断が必要で、希望者に実施するもので
　はありません。検査に関する問合せは、新型コロナウイルス
　医療相談窓口（0798・26・2240）へ

　市は、新型コロナウイルスの感染拡
大を受け、必要機器の購入等により、
PCR検査ができる体制を整えました。
引き続き感染拡大防止対策に取り組ん
でいきます。

PCR検査体制を整備

食品衛生課（07９８・26・3167）問

　新生児1人につき5万円を支給する「新生児特別定額給付金」について、
9月10日から順次、申請書を対象の各世帯主に送付します。申請書が届
いたら、同封の返信用封筒にて、早期の申請にご協力をお願いします。
　詳しくは市のホームページ（ページ番号：90514294）でご確認く
ださい。
【対象】令和2年(2020年)4月28日～12月31日に出生し、西宮市民と
して住民登録し、申請日まで引き続き西宮市に住民登録がある新生児
※市外からの転入により住民登録された新生児は対象外

新生児
特別定額給付金申請書発送

/ ～9 10

新生児特別定額給付金コールセンター（0570・03243８）問
受付時間：月曜～金曜（祝・休日を除く）の午前9時～午後5時半

勤労会館で無償提供

　新型コロナウイルス感染症の影響で就職活動の形態が変化しているこ
とを受け、勤労会館ではパソコンやインターネット環境を持っていない
求職者の人に、予約制で環境を提供し、ウェブ就活をサポートします。

企業情報収集、求人検索、応募書類作成、ウェブ説明会参加等に利用
できます
【利用時間】月曜～金曜の午前10時～午後5時

ウェブ説明会・面接等に利用できます
【利用時間】月・水・金曜の午前10時～午後5時（火・木曜は応相談）

ウェブ就活を応援！
パソコン・インターネット環境提供サービスを開始

●ウェブ就活コーナー（勤労会館1階）

●ウェブ面接コーナー（勤労青少年ホーム2階）

※音声通話不可

※音声通話可

西宮若者サポートステーション（07９８・31・5９51）問

【対　象】

【備　考】

原則18歳以上で求職活動中の人（市内大学等在学生・卒業
者可）。または市内に事業所のある採用担当者
無料・要予約

※いずれも祝・休日は休み。1申込当たり2時間まで�

　市と西宮商工会議所は、「持続化給付金」と「家賃支援給付金」（※）の
電子申請の方法が分からない人、できない人に対し、申請をサポートす
る会場を、9月23日から設置します。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、完全予約制です。事
前予約なしで来場してもサポートを受けることができませんのでご注意
ください。

申請サポート会場を開設
持続化給付金・家賃支援給付金
電子申請ができない人へ

西宮商工会議所（07９８・33・125８）問

【 会 場 】
【 開 設 期 間 】
【 予 約 方 法 】
【ホームページ】

西宮商工会議所
9月23日～12月末を予定
電話で西宮商工会議所へ
市のホームページ（ページ番号：59798020）

持続化給付金・家賃支援給付金とは、いずれも経済産業省が実施する事
業で、新型コロナウイルス感染症拡大により特に厳しい状況にある事業者
に対し、給付金を支給します。申請方法は電子申請を基本としています

(※）

（2）� 令和２年（２0２0年）9月10日


